
 

 

平成２３年度の事業報告書 

 

２０１１年４月 1日から  ２０１２年３月３１日まで 

 

一般財団法人リソー教育岩佐財団     

 

１ 事業の成果 

 

２０１１年３月１１日の東日本大地震勃発並びに津波・福島原子力発電所事故により未曾有の

災害は発生したことに対して、当財団は「児童及び青少年の健全な育成のための奨学育英事業」

の一貫として首都圏の大学に通学する被災地域出身の学生を対象として返済の義務のない給付奨

学金制度の開始を開始し、本年度においては１２名の学生に対して平成２３年１１月分から平成

２４年３月までの期間、月額５万円の給付（総額３００万円）の実施を致しました。 

 

 また当財団は「児童及び青少年の心身の健全な発達と豊かな人間性の涵養に寄与するためのイ

ベント事業」の一環としてＣＯＰ３京都議定書１５周年プロジェクト『光・水・風』～3.11復興

への祈り～Kyoto 2012の実施への協力のために、協賛金１０万円の支出を行いました。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 公益活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

収支計算書

の事業費の

金額（単位：

千円） 

児 童 及 び

青 少 年 の

健 全 な 育

成 の た め

の 奨 学 育

英事業 

東日本大震災被災地域出身

の大学生１２名に対する給

付奨学金の授与事業（平成２

３年１１月より平成２４年

３月まで月額５万円。返済義

務なし） 

(A)平成２３年１

１月から平成

２４年３月 

(B)１都３県 

(C)１ 

(D)なし 

(E)１２ 

３０００ 

 国内外の

教育事情の

研究及び教

育政策の提

言に関する

事業 

特になし (A)なし 

(B)なし 

(C)0 

(D)なし 

(E)0 

0 

 児童及び

青少年の心

身の健全な

発達と豊か

な人間性の

涵養に寄与

するための

イベント事

業 

ＣＯＰ３京都議定書１５周

年プロジェクト『光・水・

風』～3.11復興への祈り～

Kyoto 2012への協賛 

(A)平成２３年３

月 

(B)京都 

(C)１ 

(D)なし 

(E) 

１００ 



  絵画等美

術 品 の 収

集 及 び 収

集 絵 画 に

か す る 研

究事業 

特になし (A)なし 

(B)なし 

(C)0 

 

(D)なし 

(E)0 

 

0 

 

 美術館等

に 対 す る

絵 画 等 美

術 品 の 貸

与 に 関 す

る事業 

特になし (A)なし 

(B)なし 

(C)0 

(D)なし 

(E)0 

0 

 



(2) 収益事業 

 本法人は収益事業は行いません。 


